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(57)【要約】
【課題】本発明は、抵抗変化型の半導体記憶装置の性能
低下を引き起こさない材料で銅の拡散防止層が形成され
ることを可能にする。
【解決手段】基板１０上に形成された第１絶縁膜２１に
埋め込まれて形成された第１電極１１と、前記第１電極
１１に対向して形成された第２電極１４と、前記第１電
極１１と前記第２電極１４との間に挟まれて形成されて
いて、前記第１電極１１側に形成された記憶層１２と、
前記記憶層１２と前記第２電極１４との間に形成された
イオン源層１３とを有し、前記第１絶縁膜２１と前記第
１電極１１との間に酸化マンガン層からなる拡散防止層
３１を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成された絶縁膜に埋め込まれて形成された第１電極と、
　前記第１電極に対向して形成された第２電極と、
　前記第１電極と前記第２電極との間に挟まれて形成されていて、前記第１電極側に形成
された記憶層と、
　前記記憶層と前記第２電極との間に形成されたイオン源層とを有し、
　前記絶縁膜と前記第１電極との間に酸化マンガン層からなる拡散防止層を有する
　半導体記憶装置。
【請求項２】
　前記第１電極と前記記憶層との界面に前記拡散防止層の酸化マンガン層が連続して形成
されている
　請求項１記載の半導体記憶装置。
【請求項３】
　前記記憶層は金属酸化物膜からなる
　請求項１または請求項２記載の半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記記憶層は、前記第１電極と前記イオン源層との界面に形成されていて前記拡散防止
層に連続した酸化マンガン層からなる
　請求項１記載の半導体記憶装置。
【請求項５】
　前記拡散防止層は、前記酸化マンガン層の代わりにタングステン層、窒化タングステン
層、ジルコニウム層、窒化ジルコニウム層、ハフニウム層、窒化ハフニウム層、ルテニウ
ム層もしくは窒化ルテニウム層からなる
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の半導体記憶装置。
【請求項６】
　基板上に形成された絶縁膜に埋め込まれて形成された第１電極と、
　前記第１電極に対向して形成された第２電極と、
　前記第１電極と前記第２電極との間に挟まれて形成されていて、前記第１電極側に形成
された記憶層と、
　前記記憶層と前記第２電極との間に形成されたイオン源層とを有し、
　前記記憶層は酸化マンガン層からなり、
　前記絶縁膜と前記第１電極との間に前記酸化マンガン層に接続する拡散防止層を有し、
　前記拡散防止層は、タングステン層、窒化タングステン層、ルテニウム層および窒化ル
テニウム層の１層もしくは複数層からなる
　半導体記憶装置。
【請求項７】
　基板上に形成された絶縁膜に開口部を形成する工程と、
　前記開口部の内面に銅マンガン合金層からなるシード層を形成する工程と、
　前記開口部内に前記シード層を介して銅膜を埋め込むとともに前記絶縁膜上に該銅膜を
形成する工程と、
　熱処理を行って、前記シード層の前記絶縁膜側の界面に酸化マンガン層を形成する工程
と、
　前記絶縁膜上の余剰な前記銅膜および前記銅膜表面に形成された前記酸化マンガン層を
除去して、前記開口部内に前記酸化マンガン層からなる拡散防止層を介して前記銅膜から
なる第１電極を形成する工程と、
　前記第１電極上かつ前記絶縁膜上に記憶層を形成する工程と、
　前記記憶層上にイオン源層を形成する工程と、
　前記イオン源層上に第２電極を形成する工程を有する
　半導体記憶装置の製造方法。
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【請求項８】
　基板上に形成された絶縁膜に開口部を形成する工程と、
　前記開口部の内面に銅マンガン合金層からなるシード層を形成する工程と、
　前記開口部内に前記シード層を介して銅膜を埋め込むとともに前記絶縁膜上に該銅膜を
形成する工程と、
　熱処理を行って、前記シード層の前記絶縁膜側の界面に酸化マンガン層を形成する工程
と、
　前記絶縁膜上の余剰な前記銅膜および前記銅膜表面に形成された前記酸化マンガン層を
除去して、前記開口部内に前記酸化マンガン層からなる拡散防止層を介して前記銅膜から
なる第１電極を形成する工程と、
　熱処理を行って、前記第１電極の表面に酸化マンガン層を形成する工程と、
　前記絶縁膜上、および前記酸化マンガン層を介した前記第１電極上に、記憶層を形成す
る工程と、
　前記記憶層上にイオン源層を形成する工程と、
　前記イオン源層上に第２電極を形成する工程を有する
　半導体記憶装置の製造方法。
【請求項９】
　基板上に形成された絶縁膜に開口部を形成する工程と、
　前記開口部の内面に銅マンガン合金層からなるシード層を形成する工程と、
　前記開口部内に前記シード層を介して銅膜を埋め込むとともに前記絶縁膜上に該銅膜を
形成する工程と、
　熱処理を行って、前記シード層の前記絶縁膜側の界面に酸化マンガン層を形成する工程
と、
　前記絶縁膜上の余剰な前記銅膜および前記銅膜表面に形成された前記酸化マンガン層を
除去して、前記開口部内に前記酸化マンガン層からなる拡散防止層を介して前記銅膜から
なる第１電極を形成する工程と、
　熱処理を行って、前記第１電極の表面に酸化マンガン層からなる記憶層を形成する工程
と、
　前記記憶層上にイオン源層を形成する工程と、
　前記イオン源層上に第２電極を形成する工程を有する
　半導体記憶装置の製造方法。
【請求項１０】
　基板上に形成された絶縁膜に開口部を形成する工程と、
　前記開口部の内面にタングステン層、窒化タングステン層、ジルコニウム層、窒化ジル
コニウム層、ハフニウム層、窒化ハフニウム層、ルテニウム層および窒化ルテニウム層の
１層もしくは複数層からなる拡散防止層を形成する工程と、
　前記開口部の内面に前記拡散防止層を介して銅マンガン合金層からなるシード層を形成
する工程と、
　前記開口部内に前記シード層を介して銅膜を埋め込むとともに前記絶縁膜上に該銅膜を
形成する工程と、
　前記絶縁膜上の余剰な前記銅膜、前記シード層および前記拡散防止層を除去して、前記
開口部内に前記拡散防止層を介して前記シード層と前記銅膜からなる第１電極を形成する
工程と、
　熱処理を行って、前記第１電極の表面に、前記拡散防止層に接続する酸化マンガン層か
らなる記憶層を形成する工程と、
　前記記憶層上を含む前記絶縁膜上にイオン源層を形成する工程と、
　前記イオン源層上に第２電極を形成する工程を有する
　半導体記憶装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、半導体記憶装置およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ等の電子機器においては、ランダム・アクセス・メモリとして、動作が高
速で、高密度のＤＲＡＭが広く使用されている。
　しかしながら、ＤＲＡＭは、電子機器に用いられる一般的な論理回路ＬＳＩや信号処理
ＬＳＩと比較して製造プロセスが複雑であるため、製造コストが高くなる。また、ＤＲＡ
Ｍは、電源を切ると情報が消えてしまう揮発性メモリであり、頻繁にリフレッシュ動作（
即ち書き込んだ情報（データ）を読み出し、増幅し直して、再度書き込み直す動作）を行
う必要がある。
【０００３】
　そこで、電源を切っても情報が消えない不揮発性メモリとして、例えばＦｅＲＡＭ（強
誘電体メモリ）やＭＲＡＭ（磁気メモリ）等が提案されている。これらのメモリの場合、
電源を供給しなくても書き込んだ情報を長時間保持し続けることが可能になる。また、こ
れらのメモリの場合、不揮発性とすることにより、リフレッシュ動作を不要にして、その
分消費電力を低減することができると考えられる。
　しかしながら、上述の不揮発性のメモリは、各メモリセルを構成するメモリ素子の縮小
化に伴い、記憶素子としての特性を確保することが困難になってくる。このため、デザイ
ンルールの限界や製造プロセス上の限界まで素子を縮小化することは難しい。
【０００４】
　そこで、縮小化に適した構成のメモリとして、新しいタイプの記憶素子が提案されてい
る。その記憶素子は、２つの電極の間に、ある金属を含むイオン導電体を挟んだ構造であ
る。そして、２つの電極のいずれか一方にイオン導電体（イオン源）中に含まれる金属を
含ませることにより、２つの電極間に電圧を印加した場合に、電極中に含まれる金属がイ
オン導電体中にイオンとして拡散する。これによりイオン導電体の抵抗値もしくはキャパ
シタンス等の電気特性が変化する。この特性変化を利用して、メモリデバイスを構成する
ことが可能である（例えば特許文献１、非特許文献１参照）。
【０００５】
　図９に抵抗変化型の半導体記憶装置の基本構造を示す。
　図９に示すように、基板１１０上に形成された絶縁膜１４０に第１配線１５１が形成さ
れている。上記絶縁膜１４０上に、上記第１配線１５１を被覆する第１絶縁膜１２１が形
成されている。この第１絶縁膜１２１は、例えば窒化炭化シリコン膜１２２と酸化シリコ
ン（ＴＥＯＳ）膜１２３との積層膜で形成されている。
【０００６】
　上記第１絶縁膜１２１には上記第１配線１５１に達する第１開口部１２２形成され、こ
の第１開口部１２２内には、上記第１配線１５１に接続する第１電極１１１が形成されて
いる。この第１電極１１１は、例えば、タングステン（Ｗ）、窒化タングステン（ＷＮ）
、銅（Ｃｕ）等で形成されている。この第１電極１１１表面と上記第１絶縁膜１２１表面
には、ほぼ同一平面となるように平坦化されている。
【０００７】
　上記第１絶縁膜１２１上には、上記第１電極１１１表面を被覆する記憶層１１２が形成
されている。この記憶層１１２は、金属酸化物で形成されていて、例えば、タンタル酸化
物、ニオブ酸化物、アルミニウム酸化物、ハフニウム酸化物、ジルコニウム酸化物のいず
れか、もしくはそれらの混合材料で形成されている。
【０００８】
　上記記憶層１１２上にはイオン源層１１３が形成されている。このイオン源層１１３は
、例えば、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）亜鉛（Ｚｎ）の少なくともいずれか、さらに、テルル
（Ｔｅ）、セレン（Ｓｅ）、イオウ（Ｓ）のカルコゲナイド元素の少なくともいずれかを
含む。例えば、ＣｕＴｅ、ＧｅＳｂＴｅ、ＣｕＧｅＴｅ、ＡｇＧｅＴｅ、ＡｇＴｅ、Ｚｎ
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Ｔe、ＺｎＧｅＴｅ、ＣｕＳ、ＣｕＧｅＳ、ＣｕＳｅ、ＣｕＧｅＳｅ等が挙げられる。さ
らに、ホウ素（Ｂ）もしくは希土類元素もしくはシリコン（Ｓｉ）が含有されていてもよ
い。
【０００９】
　さらに、上記イオン源層１１３上には、第２絶縁膜１２３が形成されていて、上記第１
電極１１１に対向する位置の上記第２絶縁膜１２３には、上記イオン源層１１４に達する
第２開口部１２４が形成されている。そして、上記第２開口部１２４を通して、上記第１
電極１１１上の上記イオン源層１１３の上方には、第２電極１１４が形成されている。
　従来の抵抗変化型の半導体記憶装置１０１は、上記の如く構成されている。
【００１０】
　将来のさらなる素子の微細化において、埋設性能の観点から電極材料として銅（Ｃｕ）
の適用が提案されている。すなわち、銅拡散防止層（バリアメタル層）、シード層（銅給
電層）を成膜し、続いてめっきにより銅を埋め込み、配線を形成する銅ダマシンプロセス
を用いて電極を作る。
　この場合、第１電極の銅配線には拡散防止層を形成する。その拡散防止層の材料には、
一般的に用いられているタンタル（Ｔａ）、窒化タンタル（ＴａＮ）などタンタル系膜、
および、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）などのチタン系膜を用いる。この場合、
タンタル系膜やチタン系膜によって抵抗変化型の半導体記憶装置の性能低下（劣化）を引
き起こすという問題が、出願人によって明らかにされた。この性能低下は、主に繰り返し
動作回数の低下である。
　原因は、それら金属材料に高い電界を印加したときの拡散性にあると推察され、これら
の金属が記憶層やイオン源層に拡散することにより、本来、それら層が有する膜特性に影
響を与え、変質してしまうことによるものと考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００６－１７３２６７号公報
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】K. Aratani et al.: Proc. of IEEE IEDM2007, pp. 783-786
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　解決しようとする問題点は、銅の拡散防止層の材料にタンタル系膜またはチタン系膜を
用いると、抵抗変化型の半導体記憶装置の性能低下を引き起こす点である。
【００１４】
　本発明は、抵抗変化型の半導体記憶装置の性能低下を引き起こさない材料で銅の拡散防
止層が形成されることを可能にする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の半導体記憶装置は、基板上に形成された絶縁膜に埋め込まれて形成された第１
電極と、前記第１電極に対向して形成された第２電極と、前記第１電極と前記第２電極と
の間に挟まれて形成されていて、前記第１電極側に形成された記憶層と、前記記憶層と前
記第２電極との間に形成されたイオン源層とを有し、前記絶縁膜と前記第１電極との間に
酸化マンガン層からなる拡散防止層を有する。
【００１６】
　本発明の半導体記憶装置は、基板上に形成された絶縁膜に埋め込まれて形成された第１
電極と、前記第１電極に対向して形成された第２電極と、前記第１電極と前記第２電極と
の間に挟まれて形成されていて、前記第１電極側に形成された記憶層と、前記記憶層と前
記第２電極との間に形成されたイオン源層とを有し、前記記憶層は酸化マンガン層からな
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り、前記絶縁膜と前記第１電極との間に前記酸化マンガン層に接続する拡散防止層を有す
る。
【００１７】
　本発明の半導体記憶装置の製造方法は、基板上に形成された絶縁膜に開口部を形成する
工程と、前記開口部の内面に銅マンガン合金層からなるシード層を形成する工程と、前記
開口部内に前記シード層を介して銅膜を埋め込むとともに前記絶縁膜上に該銅膜を形成す
る工程と、熱処理を行って、前記シード層の前記絶縁膜側の界面に酸化マンガン層を形成
する工程と、前記絶縁膜上の余剰な前記銅膜および前記銅膜表面に形成された前記酸化マ
ンガン層を除去して、前記開口部内に前記酸化マンガン層からなる拡散防止層を介して前
記銅膜からなる第１電極を形成する工程と、前記第１電極上かつ前記絶縁膜上に記憶層を
形成する工程と、前記記憶層上にイオン源層を形成する工程と、前記イオン源層上に第２
電極を形成する工程を有する。
【００１８】
　本発明の半導体記憶装置の製造方法は、基板上に形成された絶縁膜に開口部を形成する
工程と、前記開口部の内面に銅マンガン合金層からなるシード層を形成する工程と、前記
開口部内に前記シード層を介して銅膜を埋め込むとともに前記絶縁膜上に該銅膜を形成す
る工程と、熱処理を行って、前記シード層の前記絶縁膜側の界面に酸化マンガン層を形成
する工程と、前記絶縁膜上の余剰な前記銅膜および前記銅膜表面に形成された前記酸化マ
ンガン層を除去して、前記開口部内に前記酸化マンガン層からなる拡散防止層を介して前
記銅膜からなる第１電極を形成する工程と、熱処理を行って、前記第１電極の表面に酸化
マンガン層を形成する工程と、前記絶縁膜上、および前記酸化マンガン層を介した前記第
１電極上に、記憶層を形成する工程と、前記記憶層上にイオン源層を形成する工程と、前
記イオン源層上に第２電極を形成する工程を有する。
【００１９】
　本発明の半導体記憶装置の製造方法は、基板上に形成された絶縁膜に開口部を形成する
工程と、前記開口部の内面に銅マンガン合金層からなるシード層を形成する工程と、前記
開口部内に前記シード層を介して銅膜を埋め込むとともに前記絶縁膜上に該銅膜を形成す
る工程と、熱処理を行って、前記シード層の前記絶縁膜側の界面に酸化マンガン層を形成
する工程と、前記絶縁膜上の余剰な前記銅膜および前記銅膜表面に形成された前記酸化マ
ンガン層を除去して、前記開口部内に前記酸化マンガン層からなる拡散防止層を介して前
記銅膜からなる第１電極を形成する工程と、熱処理を行って、前記第１電極の表面に酸化
マンガン層からなる記憶層を形成する工程と、前記記憶層上にイオン源層を形成する工程
と、前記イオン源層上に第２電極を形成する工程を有する。
【００２０】
　本発明の半導体記憶装置の製造方法は、基板上に形成された絶縁膜に開口部を形成する
工程と、前記開口部の内面にタングステン層、窒化タングステン層、ジルコニウム層、窒
化ジルコニウム層、ハフニウム層、窒化ハフニウム層、ルテニウム層および窒化ルテニウ
ム層の１層もしくは複数層からなる拡散防止層を形成する工程と、前記開口部の内面に前
記拡散防止層を介して銅マンガン合金層からなるシード層を形成する工程と、前記開口部
内に前記シード層を介して銅膜を埋め込むとともに前記絶縁膜上に該銅膜を形成する工程
と、前記絶縁膜上の余剰な前記銅膜、前記シード層および前記拡散防止層を除去して、前
記開口部内に前記拡散防止層を介して前記シード層と前記銅膜からなる第１電極を形成す
る工程と、熱処理を行って、前記第１電極の表面に、前記拡散防止層に接続する酸化マン
ガン層からなる記憶層を形成する工程と、前記記憶層上を含む前記絶縁膜上にイオン源層
を形成する工程と、前記イオン源層上に第２電極を形成する工程を有する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の半導体記憶装置は、拡散防止層が酸化マンガンで形成されているため、拡散防
止層に高い電界が印加されてもマンガンが記憶層やイオン源層に拡散されないので、半導
体記憶装置の性能低下が抑制できるという利点がある。
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【００２２】
　本発明の半導体記憶装置の製造方法は、拡散防止層が酸化マンガンで形成されるため、
拡散防止層に高い電界が印加されてもマンガンが記憶層やイオン源層に拡散されないので
、性能低下を抑制した半導体記憶装置の製造ができるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１実施の形態に係る半導体記憶装置の一例を示した概略構成断面図で
ある。
【図２】本発明の第２実施の形態に係る半導体記憶装置の一例を示した概略構成断面図で
ある。
【図３】本発明の第３実施の形態に係る半導体記憶装置の一例を示した概略構成断面図で
ある。
【図４】本発明の第４実施の形態に係る半導体記憶装置の一例を示した概略構成断面図で
ある。
【図５】本発明の第５実施の形態に係る半導体記憶装置の製造方法の一例を示した製造工
程断面図である。
【図６】本発明の第６実施の形態に係る半導体記憶装置の製造方法の一例を示した製造工
程断面図である。
【図７】本発明の第７実施の形態に係る半導体記憶装置の製造方法の一例を示した製造工
程断面図である。
【図８】本発明の第８実施の形態に係る半導体記憶装置の製造方法の一例を示した製造工
程断面図である。
【図９】従来の半導体記憶装置の一例を示した概略構成断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［半導体記憶装置の構成の一例］
　本発明の第１実施の形態に係る半導体記憶装置の一例を、図１の概略構成断面図によっ
て説明する。
【００２５】
　図１に示すように、基板１０上に形成された絶縁膜４０の例えば最上層の絶縁膜４１に
第１配線５１が形成されている。この第１配線５１は、例えば銅配線からなり、その側部
には拡散防止層５２が形成されている。
　上記絶縁膜４０上に、上記第１配線５１を被覆する第１絶縁膜２１が形成されている。
この第１絶縁膜２１は、例えば窒化炭化シリコン膜２２と酸化シリコン（ＴＥＯＳ）膜２
３との積層膜で形成されている。また、上記第１絶縁膜２１には、上記酸化シリコン膜、
窒化炭化シリコン膜の他に、以下の膜を用いることができる。例えば、窒化シリコン膜、
酸窒化シリコン膜、フッ化酸化シリコン膜等の無機絶縁膜を用いることができる。また、
アモルファスフッ素樹脂、フッ化ポリアリールエーテル系樹脂等のフッ素系有機絶縁材料
、ポリアリールエーテル、ポリパラキシリレン、ポリイミド等の芳香族系有機絶縁材料等
、一般の半導体装置に用いられる絶縁膜を用いることができる。
【００２６】
　上記第１絶縁膜２１には上記第１配線５１に達する第１開口部２２形成され、この第１
開口部２２内には、拡散防止層３１を介して上記第１配線５１に接続する第１電極１１が
形成されている。
　上記第１電極１１は、例えば、銅（Ｃｕ）等で形成されている。この第１電極１１表面
と上記第１絶縁膜２１表面には、ほぼ同一平面となるように平坦化されている。
　上記拡散防止層３１は、酸化マンガンで形成されている。この酸化マンガンが銅の酸化
防止機能を有するには、１ｎｍ以上、好ましくは２ｎｍ以上の膜厚があれば十分である。
また膜厚を厚くしすぎると第１電極１１の占める体積が減少して抵抗が高くなるので、膜



(8) JP 2010-177393 A 2010.8.12

10

20

30

40

50

厚は例えば５ｎｍ以下とすることが好ましい。
　なお、上記拡散防止層３１は酸化マンガン層の代わりにタングステン層、窒化タングス
テン層等のタングステン系のバリアメタル層、ジルコニウム層、窒化ジルコニウム層等の
ジルコニウム系のバリアメタル層、ハフニウム層、窒化ハフニウム層等のハフニウム系の
バリアメタル層、ルテニウム層もしくは窒化ルテニウム層等のルテニウム系のバリアメタ
ル層で形成されていてもよい。
【００２７】
　上記第１絶縁膜２１上には、上記第１電極１１表面を被覆する記憶層１２が形成されて
いる。この記憶層１２は、金属酸化物で形成されていて、例えば、タンタル酸化物、ニオ
ブ酸化物、アルミニウム酸化物、ハフニウム酸化物、ジルコニウム酸化物のいずれか、も
しくはそれらの混合材料で形成されている。上記記憶層１２は、薄いほうが好ましく、２
ｎｍ以下、好ましくは１ｎｍ以下、より好ましくは０．５ｎｍ以下の膜厚に形成される。
【００２８】
　上記記憶層１２上にはイオン源層１３が形成されている。このイオン源層１３は、例え
ば、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）亜鉛（Ｚｎ）の少なくともいずれか、さらに、テルル（Ｔｅ
）、セレン（Ｓｅ）、イオウ（Ｓ）のカルコゲナイド元素の少なくともいずれかを含む。
例えば、ＣｕＴｅ、ＧｅＳｂＴｅ、ＣｕＧｅＴｅ、ＡｇＧｅＴｅ、ＡｇＴｅ、ＺｎＴe、
ＺｎＧｅＴｅ、ＣｕＳ、ＣｕＧｅＳ、ＣｕＳｅ、ＣｕＧｅＳｅ等が挙げられる。さらに、
ホウ素（Ｂ）もしくは希土類元素もしくはシリコン（Ｓｉ）が含有されていてもよい。
　したがって、上記イオン源層１３には、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくともいずれかの元素
が含まれている。すなわち、上記イオン源層１３は、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくとも１種
のイオンを上記記憶層１２に供給する、もしくは上記記憶層１２に供給された上記イオン
を受け入れる層である。
【００２９】
　さらに、上記イオン源層１３上には、第２絶縁膜２３が形成されていて、上記第１電極
１１に対向する位置の上記第２絶縁膜２３には、上記イオン源層１３に達する第２開口部
２４が形成されている。上記第２絶縁膜２３には、上記第１絶縁膜２１として使用できる
絶縁材料と同様なものを用いることができる。
　上記第２開口部２４を通して、上記第１電極１１上の上記イオン源層１３の上方には、
第２電極１４が形成されている。この第２電極１４には、上記第１電極１２と同様な導電
材料を用いることができる。
　このように、抵抗変化型の半導体記憶装置１は構成されている。
【００３０】
　上記半導体記憶装置１の動作について、以下に説明する。
【００３１】
　上記イオン源層１３には、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくともいずれかの元素が含まれてい
る。すなわち、上記イオン源層１３は、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくとも１種のイオンを上
記記憶層１２に供給する、もしくは上記記憶層１２に供給された上記イオンを受け入れる
層である。以下の説明では代表して、例えば上記イオン源層１３がＣｕＴｅで形成されて
いるものとする。
　上記イオン源層１３に、例えば正電位（＋電位）を印加して、第１電極１１側が負にな
るようにする。これにより、イオン源層1３からＣｕがイオン化して、記憶層１２内を拡
散していき、第１電極１１側で電子と結合して析出するか、もしくは、記憶層１２内部に
拡散した状態で留まる。当然、上記イオン源層1３にＡｇ、Ｚｎが含まれている場合には
、これらの元素がイオン化され、Ｃｕと同様なる振る舞いをする。
　すると、記憶層１２内部にＣｕを多量に含む電流パスが形成される、もしくは、記憶層
１２内部にＣｕによる欠陥が多数形成されることによって、記憶層１２の抵抗値が低くな
る。当然、Ａｇ、ＺｎもＣｕと同様なる振る舞いをする。
　記憶層１２以外の各層（イオン源層１３、第１電極１１、第２電極１４等）は、記憶層
１２の記録前の抵抗値に比べて、元々抵抗値が低い。このため、記憶層１２の抵抗値を低
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くすることにより、半導体記憶装置１の主要部（第１電極１１、記憶層１２、イオン源層
１３、第２電極１４）全体の抵抗値も低くすることができる。
【００３２】
　その後、正電圧を除去して、半導体記憶装置１にかかる電圧をなくすと、抵抗値が低く
なった状態で保持される。これにより、情報を記録することが可能になる。一度だけ記録
が可能な記憶装置、いわゆる、ＰＲＯＭに用いる場合には、前述の記録過程のみで記録は
完結する。
【００３３】
　一方、消去が可能な記憶装置、いわゆる、ＲＡＭもしくはＥＥＰＲＯＭ等への応用には
、消去過程が必要となる。
　消去過程は、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎが含まれたイオン源層１３に、例えば負電位（－電位）
を印加して、第１電極１１側が正になるようにする。これにより、記憶層１２内に形成さ
れていた電流パスもしくは不純物準位を構成するＣｕ、Ａｇ、Ｚｎがイオン化して、記憶
層１２内を移動してイオン源層１３に戻る。
　すると、記憶層１２内からＣｕ、Ａｇ、Ｚｎによる電流パス、もしくは、欠陥が消滅し
て、記憶層１２の抵抗値が高くなる。記憶層１２以外の各層（イオン源層１３、第１電極
１１、第２電極１４等）は元々抵抗値が低い。このため、記憶層１２の抵抗値を高くする
ことにより、半導体記憶装置１の主要部（第１電極１１、記憶層１２、イオン源層１３、
第２電極１４）全体の抵抗値も高くすることができる。
　その後、負電圧を除去して、半導体記憶装置１にかかる電圧をなくすと、抵抗値が高く
なった状態で保持される。これにより、記録された情報を消去することが可能になる。
【００３４】
　このような過程を繰返し行うことにより、半導体記憶装置１に情報の記録（書き込み）
と記録された情報の消去を繰返し行うことができる。
【００３５】
　上記半導体記憶装置１は、拡散防止層３１が酸化マンガンで形成されているため、拡散
防止層３１に高い電界が印加されてもマンガンが記憶層１２やイオン源層１３に拡散され
ない。よって、半導体記憶装置１の性能低下が抑制でき、高性能な抵抗変化型の半導体記
憶装置を提供できるという利点がある。
【００３６】
　＜２．第２の実施の形態＞
　［半導体記憶装置の構成の一例］
　本発明の第２実施の形態に係る半導体記憶装置の一例を、図２の概略構成断面図によっ
て説明する。
【００３７】
　図２に示すように、基板１０上に形成された絶縁膜４０の例えば最上層の絶縁膜４１に
第１配線５１が形成されている。この第１配線５１は、例えば銅配線からなり、その側部
には拡散防止層５２が形成されている。
　上記絶縁膜４０上に、上記第１配線５１を被覆する第１絶縁膜２１が形成されている。
この第１絶縁膜２１は、例えば窒化炭化シリコン膜２２と酸化シリコン（ＴＥＯＳ）膜２
３との積層膜で形成されている。上記第１絶縁膜２１には、上記酸化シリコン膜、窒化炭
化シリコン膜の他に以下の材料を用いることができる。例えば、窒化シリコン膜、酸窒化
シリコン膜、フッ化酸化シリコン膜、酸化アルミニウム膜（Ａｌ2Ｏ3）、酸化タンタル（
Ｔａ2Ｏ5）、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）等の無機絶縁膜
を用いることができる。また、アモルファスフッ素樹脂、フッ化ポリアリールエーテル系
樹脂等のフッ素系有機絶縁材料、ポリアリールエーテル、ポリパラキシリレン、ポリイミ
ド等の芳香族系有機絶縁材料等、一般の半導体装置に用いられる絶縁膜を用いることがで
きる。
【００３８】
　上記第１絶縁膜２１には上記第１配線５１に達する第１開口部２２形成され、この第１
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開口部２２内には、拡散防止層３１を介して上記第１配線５１に接続する第１電極１１が
形成されている。上記拡散防止層３１は、上記第１電極１１の表面にも形成されている。
　上記第１電極１１は、例えば、タングステン（Ｗ）、窒化タングステン（ＷＮ）、銅（
Ｃｕ）等で形成されている。上記拡散防止層３１が形成された第１電極１１表面と上記第
１絶縁膜２１表面は、ほぼ同一平面となるように平坦化されている。
　上記拡散防止層３１は、酸化マンガンで形成されている。この酸化マンガンが銅の酸化
防止機能を有するには、１ｎｍ以上、好ましくは２ｎｍ以上の膜厚があれば十分である。
また膜厚を厚くしすぎると第１電極１１の占める体積が減少して抵抗が高くなるので、膜
厚は例えば５ｎｍ以下とすることが好ましい。
　なお、上記拡散防止層３１は酸化マンガン層の代わりにタングステン層、窒化タングス
テン層等のタングステン系のバリアメタル層、ジルコニウム層、窒化ジルコニウム層等の
ジルコニウム系のバリアメタル層、ハフニウム層、窒化ハフニウム層等のハフニウム系の
バリアメタル層、ルテニウム層もしくは窒化ルテニウム層等のルテニウム系のバリアメタ
ル層で形成されていてもよい。
【００３９】
　上記第１絶縁膜２１上には、上記第１電極１１表面に形成された拡散防止層３１を被覆
する記憶層１２が形成されている。この記憶層１２は、金属酸化物で形成されていて、例
えば、タンタル酸化物、ニオブ酸化物、アルミニウム酸化物、ハフニウム酸化物、ジルコ
ニウム酸化物のいずれか、もしくはそれらの混合材料で形成されている。上記記憶層１２
は、薄いほうが好ましく、２ｎｍ以下、好ましくは１ｎｍ以下、より好ましくは０．５ｎ
ｍ以下の膜厚に形成される。
【００４０】
　上記記憶層１２上にはイオン源層１３が形成されている。このイオン源層１３は、例え
ば、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）亜鉛（Ｚｎ）の少なくともいずれか、さらに、テルル（Ｔｅ
）、セレン（Ｓｅ）、イオウ（Ｓ）のカルコゲナイド元素の少なくともいずれかを含む。
例えば、ＣｕＴｅ、ＧｅＳｂＴｅ、ＣｕＧｅＴｅ、ＡｇＧｅＴｅ、ＡｇＴｅ、ＺｎＴe、
ＺｎＧｅＴｅ、ＣｕＳ、ＣｕＧｅＳ、ＣｕＳｅ、ＣｕＧｅＳｅ等が挙げられる。さらに、
ホウ素（Ｂ）もしくは希土類元素もしくはシリコン（Ｓｉ）が含有されていてもよい。
　したがって、上記イオン源層１３には、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくともいずれかの元素
が含まれている。すなわち、上記イオン源層１３は、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくとも１種
のイオンを上記記憶層１２に供給する、もしくは上記記憶層１２に供給された上記イオン
を受け入れる層である。
【００４１】
　さらに、上記イオン源層１３上には、第２絶縁膜２３が形成されていて、上記第１電極
１１に対向する位置の上記第２絶縁膜２３には、上記イオン源層１３に達する第２開口部
２４が形成されている。上記第２絶縁膜２３には、上記第１絶縁膜２１として使用できる
絶縁材料と同様なものを用いることができる。
　上記第２開口部２４を通して、上記第１電極１１上の上記イオン源層１３の上方には、
第２電極１４が形成されている。この第２電極１４には、上記第１電極１２と同様な導電
材料を用いることができる。
　このように、抵抗変化型の半導体記憶装置２は構成されている。
【００４２】
　上記半導体記憶装置２の動作は、前記第１半導体記憶装置１と同様になるが、上記第１
電極１１表面に形成された拡散防止層３１も上記記憶層１２の機能を有する。したがって
、上記第１電極１１表面に形成された拡散防止層３１はできうる限り薄く形成されること
が好ましい。
【００４３】
　上記半導体記憶装置２は、拡散防止層３１が酸化マンガンで形成されているため、拡散
防止層３１に高い電界が印加されてもマンガンが記憶層１２やイオン源層１３に拡散され
ない。よって、半導体記憶装置２の性能低下が抑制でき、高性能な抵抗変化型の半導体記
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憶装置を提供できるという利点がある。
　また、上記記憶層１２は金属酸化物で形成されているため酸素を含む。しかし、第１電
極１１表面と記憶層１２との間に拡散防止層３１が形成されていることにより、記憶層１
２から第１電極１１側への酸素の拡散が防止できる。
【００４４】
　＜３．第３の実施の形態＞
　［半導体記憶装置の構成の一例］
　本発明の第３実施の形態に係る半導体記憶装置の一例を、図３の概略構成断面図によっ
て説明する。
【００４５】
　図３に示すように、基板１０上に形成された絶縁膜４０の例えば最上層の絶縁膜４１に
第１配線５１が形成されている。この第１配線５１は、例えば銅配線からなり、その側部
には拡散防止層５２が形成されている。
　上記絶縁膜４０上に、上記第１配線５１を被覆する第１絶縁膜２１が形成されている。
この第１絶縁膜２１は、例えば窒化炭化シリコン膜２２と酸化シリコン（ＴＥＯＳ）膜２
３との積層膜で形成されている。上記第１絶縁膜２１には、上記酸化シリコン膜、窒化炭
化シリコン膜の他に以下の材料を用いることができる。例えば、窒化シリコン膜、酸窒化
シリコン膜、フッ化酸化シリコン膜、酸化アルミニウム膜（Ａｌ2Ｏ3）、酸化タンタル（
Ｔａ2Ｏ5）、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）等の無機絶縁膜
を用いることができる。また、アモルファスフッ素樹脂、フッ化ポリアリールエーテル系
樹脂等のフッ素系有機絶縁材料、ポリアリールエーテル、ポリパラキシリレン、ポリイミ
ド等の芳香族系有機絶縁材料等、一般の半導体装置に用いられる絶縁膜を用いることがで
きる。
【００４６】
　上記第１絶縁膜２１には上記第１配線５１に達する第１開口部２２形成され、この第１
開口部２２内には、拡散防止層３１を介して上記第１配線５１に接続する第１電極１１が
形成されている。
　上記第１電極１１は、例えば、タングステン（Ｗ）、窒化タングステン（ＷＮ）、銅（
Ｃｕ）等で形成されている。この第１電極１１表面と上記第１絶縁膜２１表面には、ほぼ
同一平面となるように平坦化されている。
　上記拡散防止層３１は、酸化マンガンで形成されている。この酸化マンガンが銅の酸化
防止機能を有するには、１ｎｍ以上、好ましくは２ｎｍ以上の膜厚があれば十分である。
また膜厚を厚くしすぎると第１電極１１の占める体積が減少して抵抗が高くなるので、膜
厚は例えば５ｎｍ以下とすることが好ましい。
　なお、上記拡散防止層３１は酸化マンガン層の代わりにタングステン層、窒化タングス
テン層等のタングステン系のバリアメタル層、ジルコニウム層、窒化ジルコニウム層等の
ジルコニウム系のバリアメタル層、ハフニウム層、窒化ハフニウム層等のハフニウム系の
バリアメタル層、ルテニウム層もしくは窒化ルテニウム層等のルテニウム系のバリアメタ
ル層で形成されていてもよい。
【００４７】
　上記第１電極１１表面には記憶層１２が形成されている。この記憶層１２は、例えば前
記拡散防止層３１と同様な酸化マンガンで形成されている。上記記憶層１２は、薄いほう
が好ましく、２ｎｍ以下、好ましくは１ｎｍ以下、より好ましくは０．５ｎｍ以下の膜厚
に形成される。
【００４８】
　上記記憶層１２上にはイオン源層１３が形成されている。このイオン源層１３は、例え
ば、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）亜鉛（Ｚｎ）の少なくともいずれか、さらに、テルル（Ｔｅ
）、セレン（Ｓｅ）、イオウ（Ｓ）のカルコゲナイド元素の少なくともいずれかを含む。
例えば、ＣｕＴｅ、ＧｅＳｂＴｅ、ＣｕＧｅＴｅ、ＡｇＧｅＴｅ、ＡｇＴｅ、ＺｎＴe、
ＺｎＧｅＴｅ、ＣｕＳ、ＣｕＧｅＳ、ＣｕＳｅ、ＣｕＧｅＳｅ等が挙げられる。さらに、
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ホウ素（Ｂ）もしくは希土類元素もしくはシリコン（Ｓｉ）が含有されていてもよい。
　したがって、上記イオン源層１３には、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくともいずれかの元素
が含まれている。すなわち、上記イオン源層１３は、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくとも１種
のイオンを上記記憶層１２に供給する、もしくは上記記憶層１２に供給された上記イオン
を受け入れる層である。
【００４９】
　さらに、上記イオン源層１３上には、第２絶縁膜２３が形成されていて、上記第１電極
１１に対向する位置の上記第２絶縁膜２３には、上記イオン源層１３に達する第２開口部
２４が形成されている。上記第２絶縁膜２３には、上記第１絶縁膜２１として使用できる
絶縁材料と同様なものを用いることができる。
　上記第２開口部２４を通して、上記第１電極１１上の上記イオン源層１３の上方には、
第２電極１４が形成されている。この第２電極１４には、上記第１電極１２と同様な導電
材料を用いることができる。
　このように、抵抗変化型の半導体記憶装置３は構成されている。
【００５０】
　上記半導体記憶装置３の動作は、前記第１半導体記憶装置１と同様になる。
【００５１】
　上記半導体記憶装置３は、拡散防止層３１が酸化マンガンで形成されているため、拡散
防止層３１に高い電界が印加されてもマンガンが記憶層１２やイオン源層１３に拡散され
ない。よって、半導体記憶装置３の性能低下が抑制でき、高性能な抵抗変化型の半導体記
憶装置を提供できるという利点がある。
【００５２】
　＜４．第４の実施の形態＞
　［半導体記憶装置の構成の一例］
　本発明の第４実施の形態に係る半導体記憶装置の一例を、図４の概略構成断面図によっ
て説明する。
【００５３】
　図４に示すように、基板１０上に形成された絶縁膜４０の例えば最上層の絶縁膜４１に
第１配線５１が形成されている。この第１配線５１は、例えば銅配線からなり、その側部
には拡散防止層５２が形成されている。
　上記絶縁膜４０上に、上記第１配線５１を被覆する第１絶縁膜２１が形成されている。
この第１絶縁膜２１は、例えば窒化炭化シリコン膜２２と酸化シリコン（ＴＥＯＳ）膜２
３との積層膜で形成されている。上記第１絶縁膜２１には、上記酸化シリコン膜、窒化炭
化シリコン膜の他に、以下の材料を用いることができる。例えば、窒化シリコン膜、酸窒
化シリコン膜、フッ化酸化シリコン膜、酸化アルミニウム膜（Ａｌ2Ｏ3）、酸化タンタル
（Ｔａ2Ｏ5）、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）等の無機絶縁
膜を用いることができる。また、アモルファスフッ素樹脂、フッ化ポリアリールエーテル
系樹脂等のフッ素系有機絶縁材料、ポリアリールエーテル、ポリパラキシリレン、ポリイ
ミド等の芳香族系有機絶縁材料等、一般の半導体装置に用いられる絶縁膜を用いることが
できる。
【００５４】
　上記第１絶縁膜２１には上記第１配線５１に達する第１開口部２２形成され、この第１
開口部２２内には、拡散防止層３１を介して上記第１配線５１に接続する第１電極１１が
形成されている。
　上記第１電極１１は、例えば、タングステン（Ｗ）、窒化タングステン（ＷＮ）、銅（
Ｃｕ）等で形成されている。この第１電極１１表面と上記第１絶縁膜２１表面には、ほぼ
同一平面となるように平坦化されている。
　上記拡散防止層３１は、例えばタングステン、窒化タングステン等のタングステン系の
バリアメタル層、ジルコニウム層、窒化ジルコニウム層等のジルコニウム系のバリアメタ
ル層、ハフニウム層、窒化ハフニウム層等のハフニウム系のバリアメタル層、もしくはル
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テニウム、窒化ルテニウム等のルテニウム系のバリアメタル層で形成されている。このバ
リアメタル層には、タンタル、窒化タンタル等のタンタル系材料、チタン、窒化チタン等
のチタン系材料は用いない。
【００５５】
　上記第１電極１１表面には記憶層１２が形成されている。この記憶層１２は酸化マンガ
ンで形成されている。記憶層１２は、薄いほうが好ましく、２ｎｍ以下、好ましくは１ｎ
ｍ以下、より好ましくは０．５ｎｍ以下の膜厚に形成される。
【００５６】
　上記記憶層１２上にはイオン源層１３が形成されている。このイオン源層１３は、例え
ば、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）亜鉛（Ｚｎ）の少なくともいずれか、さらに、テルル（Ｔｅ
）、セレン（Ｓｅ）、イオウ（Ｓ）のカルコゲナイド元素の少なくともいずれかを含む。
例えば、ＣｕＴｅ、ＧｅＳｂＴｅ、ＣｕＧｅＴｅ、ＡｇＧｅＴｅ、ＡｇＴｅ、ＺｎＴe、
ＺｎＧｅＴｅ、ＣｕＳ、ＣｕＧｅＳ、ＣｕＳｅ、ＣｕＧｅＳｅ等が挙げられる。さらに、
ホウ素（Ｂ）もしくは希土類元素もしくはシリコン（Ｓｉ）が含有されていてもよい。
　したがって、上記イオン源層１３には、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくともいずれかの元素
が含まれている。すなわち、上記イオン源層１３は、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくとも１種
のイオンを上記記憶層１２に供給する、もしくは上記記憶層１２に供給された上記イオン
を受け入れる層である。
【００５７】
　さらに、上記イオン源層１３上には、第２絶縁膜２３が形成されていて、上記第１電極
１１に対向する位置の上記第２絶縁膜２３には、上記イオン源層１３に達する第２開口部
２４が形成されている。上記第２絶縁膜２３には、上記第１絶縁膜２１として使用できる
絶縁材料と同様なものを用いることができる。
　上記第２開口部２４を通して、上記第１電極１１上の上記イオン源層１３の上方には、
第２電極１４が形成されている。この第２電極１４には、上記第１電極１２と同様な導電
材料を用いることができる。
　このように、抵抗変化型の半導体記憶装置４は構成されている。
【００５８】
　上記半導体記憶装置４の動作は、前記第１半導体記憶装置１と同様になる。
【００５９】
　上記半導体記憶装置４は、拡散防止層３１がタングステン（Ｗ）系のバリアメタル層で
形成されているため、拡散防止層３１に高い電界が印加されてもタングステンが記憶層１
２やイオン源層１３に拡散されない。よって、半導体記憶装置４の性能低下が抑制でき、
高性能な抵抗変化型の半導体記憶装置を提供できるという利点がある。
【００６０】
　＜５．第５の実施の形態＞
　［半導体記憶装置の製造方法の一例］
　本発明の第５実施の形態に係る半導体記憶装置の製造方法の一例を、図５の製造工程断
面図によって説明する。図５には、前記図１によって説明した半導体記憶装置１の製造方
法を示す。
【００６１】
　図５（１）に示すように、基板１０上に形成された絶縁膜４０の例えば最上層の絶縁膜
４１に第１配線５１を形成する。この第１配線５１は、例えば銅配線からなり、その側部
には拡散防止層５２が形成される。
　上記絶縁膜４０上に、上記第１配線５１を被覆する第１絶縁膜２１を形成する。この第
１絶縁膜２１は、例えば窒化炭化シリコン膜２２と酸化シリコン（ＴＥＯＳ）膜２３との
積層膜で形成される。上記第１絶縁膜２１には、上記酸化シリコン膜、窒化炭化シリコン
膜の他に以下の材料を用いることができる。例えば、窒化シリコン膜、酸窒化シリコン膜
、フッ化酸化シリコン膜、酸化アルミニウム膜（Ａｌ2Ｏ3）、酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5）
、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）等の無機絶縁膜を用いるこ
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とができる。また、アモルファスフッ素樹脂、フッ化ポリアリールエーテル系樹脂等のフ
ッ素系有機絶縁材料、ポリアリールエーテル、ポリパラキシリレン、ポリイミド等の芳香
族系有機絶縁材料等、一般の半導体装置に用いられる絶縁膜を用いることもできる。
　上記第１絶縁膜２１に上記第１配線５１に達する第１開口部２２を形成する。この第１
開口部２２は、通常の半導体製造プロセスで行われている、レジストマスクを用いたエッ
チングにより形成される。
　さらに、上記第１開口部２２の内面に銅マンガン合金層からなるシード層２５を形成す
る。
　上記シード層２５は、例えばスパッタ法によって、銅マンガン合金で形成される。例え
ば、２ａｔ％～１０ａｔ％程度のＭｎを含む銅マンガン（ＣｕＭｎ）合金ターゲットを用
いたスパッタ法により、３０ｎｍ～８０ｎｍの膜厚に形成される。
【００６２】
　次に、図５（２）に示すように、めっき法によって、上記第１開口部２２内に上記シー
ド層２５を介して銅膜２６を埋め込むとともに上記第１絶縁膜２１上に該銅膜２６を形成
する。
　次いで熱処理を行って、上記第１絶縁膜２１側の上記シード層２５の界面に酸化マンガ
ン層２７を自己形成する。この熱処理は、例えば３００℃～４００℃で行う。例えば、３
５０℃で３０分間の熱処理を行う。
　上記酸化マンガン層２７が銅の酸化防止機能を有するには、１ｎｍ以上、好ましくは２
ｎｍ以上の膜厚があれば十分である。また膜厚を厚くし過ぎると後の工程で形成される第
１電極の占める体積が減少して抵抗が高くなるので、膜厚は例えば５ｎｍ以下とすること
が好ましい。
　また上記熱処理では、余剰のマンガン（Ｍｎ）は、めっきにより形成された上記銅膜２
６の表面に、雰囲気中の酸素と反応して酸化マンガン層２８が形成される。これにより、
上記第１開口部２２内の上記シード層２５および銅膜２６中にマンガン（Ｍｎ）がほとん
ど残らないので、残留マンガンによる配線抵抗の著しい上昇は起こらない。
【００６３】
　次に、図５（３）に示すように、上記第１絶縁膜２１上の余剰な上記銅膜２６（上記シ
ード層２５も含む）および上記銅膜２６表面に形成された上記酸化マンガン層２８を除去
する。この除去加工は、例えば化学的機械研磨（ＣＭＰ）によって行う。この結果、上記
第１開口部２２内に上記酸化マンガン層２７を介して上記銅膜２６（上記シード層２５も
含む）からなる第１電極１１が形成される。
　また、上記第１開口部２２の側壁に形成された上記酸化マンガン層２７が、銅拡散防止
のための拡散防止層３１になる。これにより、上記拡散防止層３１となる酸化マンガン層
２７は、上記第１開口部２２内の側壁に酸化マンガンの状態で存在し、強い結合を維持す
る。
　この結果、拡散防止層３１に、従来のタンタル系、チタン系のバリアメタルの適用を回
避することができる。
【００６４】
　次に、図５（４）に示すように、上記第１電極１１上かつ上記第１絶縁膜２１上に記憶
層１２を形成する。この記憶層１２は、金属酸化物で形成されていて、例えば、タンタル
酸化物、ニオブ酸化物、アルミニウム酸化物、ハフニウム酸化物、ジルコニウム酸化物の
いずれか、もしくはそれらの混合材料で形成される。上記記憶層１２は、薄いほうが好ま
しく、２ｎｍ以下、好ましくは１ｎｍ以下、より好ましくは０．５ｎｍ以下の膜厚に形成
される。
　さらに上記記憶層１２上にイオン源層１３を形成する。このイオン源層１３は、例えば
、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）亜鉛（Ｚｎ）の少なくともいずれか、さらに、テルル（Ｔｅ）
、セレン（Ｓｅ）、イオウ（Ｓ）のカルコゲナイド元素の少なくともいずれかを含む。例
えば、ＣｕＴｅ、ＧｅＳｂＴｅ、ＣｕＧｅＴｅ、ＡｇＧｅＴｅ、ＡｇＴｅ、ＺｎＴe、Ｚ
ｎＧｅＴｅ、ＣｕＳ、ＣｕＧｅＳ、ＣｕＳｅ、ＣｕＧｅＳｅ等で形成される。さらに、ホ
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ウ素（Ｂ）もしくは希土類元素もしくはシリコン（Ｓｉ）が含有されていてもよい。
　したがって、上記イオン源層１３には、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくともいずれかの元素
が含まれている。すなわち、上記イオン源層１３は、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくとも１種
のイオンを上記記憶層１２に供給する、もしくは上記記憶層１２に供給された上記イオン
を受け入れる層として形成される。
【００６５】
　次に、図５（５）に示すように、上記イオン源層１３上に、第２絶縁膜２３を形成する
。そして、リソグラフィー技術、エッチング技術によって、上記第２絶縁膜２３の上記第
１電極１１に対向する位置に、上記イオン源層１３に達する第２開口部２４を形成する。
上記第２絶縁膜２３には、上記第１絶縁膜２１として使用できる絶縁材料と同様なものを
用いることができる。
　上記第２開口部２４を通して、上記第１電極１１上方の上記イオン源層１３上には、第
２電極１４を形成する。この第２電極１４には、上記第１電極１２と同様な導電材料を用
いる。
　このようにして、抵抗変化型の半導体記憶装置１は形成される。
【００６６】
　上記半導体記憶装置１の製造方法では、拡散防止層３１を酸化マンガンで形成するため
、拡散防止層３１に高い電界が印加されてもマンガンが記憶層１２やイオン源層１３に拡
散されない。よって、半導体記憶装置１の性能低下が抑制でき、高性能な抵抗変化型の半
導体記憶装置を提供できるという利点がある。
【００６７】
　＜６．第６の実施の形態＞
　［半導体記憶装置の製造方法の一例］
　本発明の第６実施の形態に係る半導体記憶装置の製造方法の一例を、図６の製造工程断
面図によって説明する。図６には、前記図６によって説明した半導体記憶装置２の製造方
法を示す。
【００６８】
　図６（１）に示すように、基板１０上に形成された絶縁膜４０の例えば最上層の絶縁膜
４１に第１配線５１を形成する。この第１配線５１は、例えば銅配線からなり、その側部
には拡散防止層５２が形成される。
　上記絶縁膜４０上に、上記第１配線５１を被覆する第１絶縁膜２１を形成する。この第
１絶縁膜２１は、例えば窒化炭化シリコン膜２２と酸化シリコン（ＴＥＯＳ）膜２３との
積層膜で形成される。上記第１絶縁膜２１には、上記酸化シリコン膜、窒化炭化シリコン
膜の他に以下の材料を用いることができる。例えば、窒化シリコン膜、酸窒化シリコン膜
、フッ化酸化シリコン膜、酸化アルミニウム膜（Ａｌ2Ｏ3）、酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5）
、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）等の無機絶縁膜を用いるこ
とができる。また、アモルファスフッ素樹脂、フッ化ポリアリールエーテル系樹脂等のフ
ッ素系有機絶縁材料、ポリアリールエーテル、ポリパラキシリレン、ポリイミド等の芳香
族系有機絶縁材料等、一般の半導体装置に用いられる絶縁膜を用いることもできる。
　上記第１絶縁膜２１に上記第１配線５１に達する第１開口部２２を形成する。この第１
開口部２２は、通常の半導体製造プロセスで行われている、レジストマスクを用いたエッ
チングにより形成される。
　さらに、上記第１開口部２２の内面に銅マンガン合金層からなるシード層２５を形成す
る。
　上記シード層２５は、例えばスパッタ法によって、銅マンガン合金で形成される。例え
ば、２ａｔ％～１０ａｔ％程度のＭｎを含む銅マンガン（ＣｕＭｎ）合金ターゲットを用
いたスパッタ法により、３０ｎｍ～８０ｎｍの膜厚に形成される。
【００６９】
　次に、図６（２）に示すように、めっき法によって、上記第１開口部２２内に上記シー
ド層２５を介して銅膜２６を埋め込むとともに上記第１絶縁膜２１上に該銅膜２６を形成
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する。
　次いで熱処理を行って、上記第１絶縁膜２１側の上記シード層２５の界面に酸化マンガ
ン層２７を自己形成する。この熱処理は、例えば３００℃～４００℃で行う。例えば、３
５０℃で１０分間の熱処理を行う。この熱処理条件で熱処理を行うことにより、銅膜２６
表面へのマンガンの析出を抑制できる。したがって、銅膜２６中にはマンガン（Ｍｎ）が
残っている。
　上記酸化マンガン層２７が銅の酸化防止機能を有するには、１ｎｍ以上、好ましくは２
ｎｍ以上の膜厚があれば十分である。また膜厚を厚くし過ぎると後の工程で形成される第
１電極の占める体積が減少して抵抗が高くなるので、膜厚は例えば５ｎｍ以下とすること
が好ましい。
【００７０】
　次に、図６（３）に示すように、上記第１絶縁膜２１上の余剰な上記銅膜２６（上記シ
ード層２５も含む）および上記酸化マンガン層２７を除去する。この除去加工は、例えば
化学的機械研磨（ＣＭＰ）によって行う。この結果、上記第１開口部２２内に上記酸化マ
ンガン層２７を介して上記銅膜２６（上記シード層２５も含む）からなる第１電極１１が
形成される。
　また、上記第１開口部２２の側壁に形成された上記酸化マンガン層２７が、銅拡散防止
のための拡散防止層３１になる。これにより、上記拡散防止層３１となる酸化マンガン層
２７は、上記第１開口部２２内の側壁に酸化マンガンの状態で存在し、強い結合を維持す
る。
　この結果、拡散防止層３１に、従来のタンタル系、チタン系のバリアメタルの適用を回
避することができる。
【００７１】
　次に、図６（４）に示すように、熱処理を行って、上記銅膜２６中に残っているマンガ
ン（Ｍｎ）を上記第１電極１１の表面に析出させ、雰囲気中の酸素と反応させて、上記第
１電極１１の表面に酸化マンガン層２９を形成する。この酸化マンガン層２９は、上記拡
散防止層３１に連続して形成されることになる。
【００７２】
　次に、図６（５）に示すように、上記酸化マンガン層２９上かつ上記第１絶縁膜２１上
に記憶層１２を形成する。この記憶層１２は、金属酸化物で形成されていて、例えば、タ
ンタル酸化物、ニオブ酸化物、アルミニウム酸化物、ハフニウム酸化物、ジルコニウム酸
化物のいずれか、もしくはそれらの混合材料で形成される。上記記憶層１２は、薄いほう
が好ましく、２ｎｍ以下、好ましくは１ｎｍ以下、より好ましくは０．５ｎｍ以下の膜厚
に形成される。
　さらに上記記憶層１２上にイオン源層１３を形成する。このイオン源層１３は、例えば
、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）亜鉛（Ｚｎ）の少なくともいずれか、さらに、テルル（Ｔｅ）
、セレン（Ｓｅ）、イオウ（Ｓ）のカルコゲナイド元素の少なくともいずれかを含む。例
えば、ＣｕＴｅ、ＧｅＳｂＴｅ、ＣｕＧｅＴｅ、ＡｇＧｅＴｅ、ＡｇＴｅ、ＺｎＴe、Ｚ
ｎＧｅＴｅ、ＣｕＳ、ＣｕＧｅＳ、ＣｕＳｅ、ＣｕＧｅＳｅ等で形成される。さらに、ホ
ウ素（Ｂ）もしくは希土類元素もしくはシリコン（Ｓｉ）が含有されていてもよい。
　したがって、上記イオン源層１３には、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくともいずれかの元素
が含まれている。すなわち、上記イオン源層１３は、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくとも１種
のイオンを上記記憶層１２に供給する、もしくは上記記憶層１２に供給された上記イオン
を受け入れる層として形成される。
【００７３】
　次に、図６（６）に示すように、上記イオン源層１３上に、第２絶縁膜２３を形成する
。そして、リソグラフィー技術、エッチング技術によって、上記第２絶縁膜２３の上記第
１電極１１に対向する位置に、上記イオン源層１３に達する第２開口部２４を形成する。
上記第２絶縁膜２３には、上記第１絶縁膜２１として使用できる絶縁材料と同様なものを
用いることができる。
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　上記第２開口部２４を通して、上記第１電極１１上方の上記イオン源層１３上には、第
２電極１４を形成する。この第２電極１４には、上記第１電極１１と同様な導電材料を用
いる。
　このようにして、抵抗変化型の半導体記憶装置２は形成される。
【００７４】
　上記半導体記憶装置２の製造方法では、拡散防止層３１を酸化マンガンで形成するため
、拡散防止層３１に高い電界が印加されてもマンガンが記憶層１２やイオン源層１３に拡
散されない。よって、半導体記憶装置２の性能低下が抑制でき、高性能な抵抗変化型の半
導体記憶装置を提供できるという利点がある。
　また、上記記憶層１２は金属酸化物で形成されているため酸素を含む。しかし、第１電
極１１表面と記憶層１２との間に拡散防止層３１が形成されることにより、記憶層１２か
ら第１電極１１側への酸素の拡散が防止できる。
　また、最初の熱処理によって、上記第１電極１１の側壁部に形成される酸化マンガン層
２７を形成したことにより、その後の化学的機械研磨の際に、銅膜２６（シード層２５も
含む）の膜剥がれが防止される。そのため、１回目の熱処理で第１電極１１の側壁部に酸
化マンガン層２７を形成し、化学的機械研磨を行ってから、２回目の熱処理で第１電極１
１表面に酸化マンガン層２９を形成している。
【００７５】
　＜７．第７の実施の形態＞
　［半導体記憶装置の製造方法の一例］
　本発明の第７実施の形態に係る半導体記憶装置の製造方法の一例を、図７の製造工程断
面図によって説明する。図７には、前記図３によって説明した半導体記憶装置３の製造方
法を示す。
【００７６】
　図７（１）に示すように、基板１０上に形成された絶縁膜４０の例えば最上層の絶縁膜
４１に第１配線５１を形成する。この第１配線５１は、例えば銅配線からなり、その側部
には拡散防止層５２が形成される。
　上記絶縁膜４０上に、上記第１配線５１を被覆する第１絶縁膜２１を形成する。この第
１絶縁膜２１は、例えば窒化炭化シリコン膜２２と酸化シリコン（ＴＥＯＳ）膜２３との
積層膜で形成される。上記第１絶縁膜２１には、上記酸化シリコン膜、窒化炭化シリコン
膜の他に以下の材料を用いることができる。例えば、窒化シリコン膜、酸窒化シリコン膜
、フッ化酸化シリコン膜、酸化アルミニウム膜（Ａｌ2Ｏ3）、酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5）
、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）等の無機絶縁膜を用いるこ
とができる。また、アモルファスフッ素樹脂、フッ化ポリアリールエーテル系樹脂等のフ
ッ素系有機絶縁材料、ポリアリールエーテル、ポリパラキシリレン、ポリイミド等の芳香
族系有機絶縁材料等、一般の半導体装置に用いられる絶縁膜を用いることもできる。
　上記第１絶縁膜２１に上記第１配線５１に達する第１開口部２２を形成する。この第１
開口部２２は、通常の半導体製造プロセスで行われている、レジストマスクを用いたエッ
チングにより形成される。
　さらに、上記第１開口部２２の内面に銅マンガン合金層からなるシード層２５を形成す
る。
　上記シード層２５は、例えばスパッタ法によって、銅マンガン合金で形成される。例え
ば、２ａｔ％～１０ａｔ％程度のＭｎを含む銅マンガン（ＣｕＭｎ）合金ターゲットを用
いたスパッタ法により、３０ｎｍ～８０ｎｍの膜厚に形成される。
【００７７】
　次に、図７（２）に示すように、めっき法によって、上記第１開口部２２内に上記シー
ド層２５を介して銅膜２６を埋め込むとともに上記第１絶縁膜２１上に該銅膜２６を形成
する。
　次いで熱処理を行って、上記第１絶縁膜２１側の上記シード層２５の界面に酸化マンガ
ン層２７を自己形成する。この熱処理は、例えば３００℃～４００℃で行う。例えば、３
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５０℃で１０分間の熱処理を行う。この熱処理条件で熱処理を行うことにより、銅膜２６
表面へのマンガンの析出を抑制できる。したがって、銅膜２６中にはマンガン（Ｍｎ）が
残っている。
　上記酸化マンガン層２７が銅の酸化防止機能を有するには、１ｎｍ以上、好ましくは２
ｎｍ以上の膜厚があれば十分である。また膜厚を厚くし過ぎるとその後に形成される第１
電極の占める体積が減少して抵抗が高くなるので、膜厚は例えば５ｎｍ以下とすることが
好ましい。
【００７８】
　次に、図７（３）に示すように、上記第１絶縁膜２１上の余剰な上記銅膜２６（上記シ
ード層２５を含む）を除去する。この除去加工は、例えば化学的機械研磨（ＣＭＰ）によ
って行う。この結果、上記第１開口部２２内に上記酸化マンガン層２７を介して上記銅膜
２６（上記シード層２５を含む）からなる第１電極１１が形成される。
　また、上記第１開口部２２の側壁に形成された上記酸化マンガン層２７が、銅拡散防止
のための拡散防止層３１になる。これにより、上記拡散防止層３１となる酸化マンガン層
２７は、上記第１開口部２２内の側壁に酸化マンガンの状態で存在し、強い結合を維持す
る。
　この結果、拡散防止層３１に、従来のタンタル系、チタン系のバリアメタルの適用を回
避することができる。
【００７９】
　次に、図７（４）に示すように、熱処理を行って、上記銅膜２６中に残っているマンガ
ン（Ｍｎ）を上記第１電極１１の表面に析出させ、雰囲気中の酸素と反応させて、上記第
１電極１１の表面に酸化マンガン層２９を形成する。この酸化マンガン層２９は、拡散防
止層の機能を有するとともに、記憶層１２を兼ねる。よって、酸化マンガン層２９で記憶
層１２が形成される。この記憶層１２は、上記酸化マンガン層２７に連続して形成される
ことになる。上記記憶層１２は、薄いほうが好ましく、例えば２ｎｍ以下の膜厚に形成さ
れる。
【００８０】
　次に、図７（５）に示すように、上記記憶層１２上を含む上記第１絶縁膜２１上にイオ
ン源層１３を形成する。このイオン源層１３は、例えば、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）亜鉛（
Ｚｎ）の少なくともいずれか、さらに、テルル（Ｔｅ）、セレン（Ｓｅ）、イオウ（Ｓ）
のカルコゲナイド元素の少なくともいずれかを含む。例えば、ＣｕＴｅ、ＧｅＳｂＴｅ、
ＣｕＧｅＴｅ、ＡｇＧｅＴｅ、ＡｇＴｅ、ＺｎＴe、ＺｎＧｅＴｅ、ＣｕＳ、ＣｕＧｅＳ
、ＣｕＳｅ、ＣｕＧｅＳｅ等で形成される。さらに、ホウ素（Ｂ）もしくは希土類元素も
しくはシリコン（Ｓｉ）が含有されていてもよい。
　したがって、上記イオン源層１３には、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくともいずれかの元素
が含まれている。すなわち、上記イオン源層１３は、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくとも１種
のイオンを上記記憶層１２に供給する、もしくは上記記憶層１２に供給された上記イオン
を受け入れる層として形成される。
【００８１】
　次に、図７（６）に示すように、上記イオン源層１３上に、第２絶縁膜２３を形成する
。そして、リソグラフィー技術、エッチング技術によって、上記第２絶縁膜２３の上記第
１電極１１に対向する位置に、上記イオン源層１３に達する第２開口部２４を形成する。
上記第２絶縁膜２３には、上記第１絶縁膜２１として使用できる絶縁材料と同様なものを
用いることができる。
　上記第２開口部２４を通して、上記第１電極１１上方の上記イオン源層１３上には、第
２電極１４を形成する。この第２電極１４には、上記第１電極１１と同様な導電材料を用
いる。
　このようにして、抵抗変化型の半導体記憶装置３は形成される。
【００８２】
　上記半導体記憶装置３の製造方法では、拡散防止層３１を酸化マンガンで形成するため
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、拡散防止層３１に高い電界が印加されてもマンガンがイオン源層１３に拡散されない。
よって、半導体記憶装置３の性能低下が抑制でき、高性能な抵抗変化型の半導体記憶装置
を提供できるという利点がある。
　また、上記記憶層１２が酸化マンガンで形成されているため、第１電極１１の表面側に
おいても、第１電極１１への酸素の拡散を防ぎ、かつ第１電極１１中の銅の外部への拡散
を防ぐ。
　また、最初の熱処理によって、上記第１電極１１の側壁部に形成される酸化マンガン層
２７を形成したことにより、その後の化学的機械研磨の際に、銅膜２６（シード層２５も
含む）の膜剥がれが防止される。そのため、１回目の熱処理で第１電極１１の側壁部に酸
化マンガン層２７を形成し、化学的機械研磨を行ってから、２回目の熱処理で第１電極１
１表面に酸化マンガン層２９を形成している。
　さらに、第１電極１１の表面に形成した酸化マンガン層２９が拡散防止層と記憶層１２
とを兼ねることにより、記憶層１２を形成するための成膜工程が削減できるので、コスト
削減の効果が期待できる。
【００８３】
　＜８．第８の実施の形態＞
　［半導体記憶装置の製造方法の一例］
　本発明の第８実施の形態に係る半導体記憶装置の製造方法の一例を、図８の製造工程断
面図によって説明する。図８には、前記図４によって説明した半導体記憶装置４の製造方
法を示す。
【００８４】
　図８（１）に示すように、基板１０上に形成された絶縁膜４０の例えば最上層の絶縁膜
４１に第１配線５１を形成する。この第１配線５１は、例えば銅配線からなり、その側部
には拡散防止層５２が形成される。
　上記絶縁膜４０上に、上記第１配線５１を被覆する第１絶縁膜２１を形成する。この第
１絶縁膜２１は、例えば窒化炭化シリコン膜２２と酸化シリコン（ＴＥＯＳ）膜２３との
積層膜で形成される。上記第１絶縁膜２１には、上記酸化シリコン膜、窒化炭化シリコン
膜の他に以下の材料を用いることができる。例えば、窒化シリコン膜、酸窒化シリコン膜
、フッ化酸化シリコン膜、酸化アルミニウム膜（Ａｌ2Ｏ3）、酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5）
、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）等の無機絶縁膜を用いるこ
とができる。また、アモルファスフッ素樹脂、フッ化ポリアリールエーテル系樹脂等のフ
ッ素系有機絶縁材料、ポリアリールエーテル、ポリパラキシリレン、ポリイミド等の芳香
族系有機絶縁材料等、一般の半導体装置に用いられる絶縁膜を用いることもできる。
　上記第１絶縁膜２１に上記第１配線５１に達する第１開口部２２を形成する。この第１
開口部２２は、通常の半導体製造プロセスで行われている、レジストマスクを用いたエッ
チングにより形成される。
【００８５】
　次に、上記第１開口部２２内に、拡散防止層３１を形成する。この拡散防止層３１は、
例えばタングステン（Ｗ）、窒化タングステン（ＷＮ）等のタングステン系のバリアメタ
ル層で形成される。または、ジルコニウム、窒化ジルコニウム等のジルコニウム系のバリ
アメタル層、ハフニウム、窒化ハフニウム等のハフニウム系のバリアメタル層、ルテニウ
ム（Ｒｕ）、窒化ルテニウム（ＲｕＮ）等のルテニウム系のバリアメタル層で形成される
。なお上記バリアメタル層には、タンタル、窒化タンタル等のタンタル系材料、チタン、
窒化チタン等のチタン系材料は用いない。この拡散防止層３１は、例えば、スパッタリン
グ、化学的気相成長法等により成膜される。
　続いて、上記拡散防止層３１の表面に銅マンガン合金層からなるシード層２５を形成す
る。
　上記シード層２５は、例えばスパッタ法によって、銅マンガン合金で形成される。例え
ば、２ａｔ％～１０ａｔ％程度のＭｎを含む銅マンガン（ＣｕＭｎ）合金ターゲットを用
いたスパッタ法により、３０ｎｍ～８０ｎｍの膜厚に形成される。
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【００８６】
　次に、図８（２）に示すように、めっき法によって、上記第１開口部２２内に上記シー
ド層２５を介して銅膜２６を埋め込むとともに上記第１絶縁膜２１上に該銅膜２６を形成
する。
【００８７】
　次に、図８（３）に示すように、上記第１絶縁膜２１上の余剰な上記銅膜２６を除去す
る。この除去加工は、例えば化学的機械研磨（ＣＭＰ）によって行う。この結果、上記第
１開口部２２内に上記拡散防止層３１を介して上記銅膜２６（シード層２５も含む）から
なる第１電極１１が形成される。
　また、上記第１開口部２２の側壁に形成された上記拡散防止層３１が銅拡散防止になる
。
　この結果、拡散防止層３１に、従来のタンタル系、チタン系のバリアメタルの適用を回
避することができる。
【００８８】
　次に、図８（４）に示すように、熱処理を行って、上記第１電極１１中のマンガン（Ｍ
ｎ）を上記第１電極１１の表面に析出させ、雰囲気中の酸素と反応させて、上記第１電極
１１の表面に酸化マンガン層２９を自己形成する。この熱処理は、例えば３００℃～４０
０℃で行う。例えば、３５０℃で３０分間の熱処理を行う。この酸化マンガン層２９は、
拡散防止層の機能を有するとともに、記憶層を兼ねる。よって、記憶層１２は酸化マンガ
ン層２９で形成される。この記憶層１２は、上記拡散防止層３１に接続して形成されるこ
とになる。上記記憶層１２は、薄いほうが好ましく、例えば２ｎｍ以下の膜厚に形成され
る。
【００８９】
　次に、図８（５）に示すように、上記記憶層１２上を含む上記第１絶縁膜２１上にイオ
ン源層１３を形成する。このイオン源層１３は、例えば、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）亜鉛（
Ｚｎ）の少なくともいずれか、さらに、テルル（Ｔｅ）、セレン（Ｓｅ）、イオウ（Ｓ）
のカルコゲナイド元素の少なくともいずれかを含む。例えば、ＣｕＴｅ、ＧｅＳｂＴｅ、
ＣｕＧｅＴｅ、ＡｇＧｅＴｅ、ＡｇＴｅ、ＺｎＴe、ＺｎＧｅＴｅ、ＣｕＳ、ＣｕＧｅＳ
、ＣｕＳｅ、ＣｕＧｅＳｅ等で形成される。さらに、ホウ素（Ｂ）もしくは希土類元素も
しくはシリコン（Ｓｉ）が含有されていてもよい。
　したがって、上記イオン源層１３には、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくともいずれかの元素
が含まれている。すなわち、上記イオン源層１３は、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎの少なくとも１種
のイオンを上記記憶層１２に供給する、もしくは上記記憶層１２に供給された上記イオン
を受け入れる層として形成される。
【００９０】
　次に、図８（６）に示すように、上記イオン源層１３上に、第２絶縁膜２３を形成する
。そして、リソグラフィー技術、エッチング技術によって、上記第２絶縁膜２３の上記第
１電極１１に対向する位置に、上記イオン源層１３に達する第２開口部２４を形成する。
上記第２絶縁膜２３には、上記第１絶縁膜２１として使用できる絶縁材料と同様なものを
用いることができる。
　上記第２開口部２４を通して、上記第１電極１１上方の上記イオン源層１３上には、第
２電極１４を形成する。この第２電極１４には、上記第１電極１１と同様な導電材料を用
いる。
　このようにして、抵抗変化型の半導体記憶装置４は形成される。
【００９１】
　上記半導体記憶装置４の製造方法では、拡散防止層３１をタングステン系のバリアメタ
ル層、ジルコニウム系のバリアメタル層、ハフニウム系のバリアメタル層、もしくはルテ
ニウム系のバリアメタル層で形成するため、拡散防止層３１に高い電界が印加されても拡
散防止層３１中の金属がイオン源層１３に拡散されない。よって、半導体記憶装置４の性
能低下が抑制でき、高性能な抵抗変化型の半導体記憶装置を提供できるという利点がある
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　また、上記記憶層１２が酸化マンガンで形成されているため、第１電極１１の表面側に
おいても、第１電極１１への酸素の拡散を防ぎ、かつ第１電極１１中の銅の外部への拡散
を防ぐ。
　また、上記第１電極１１の側壁部にタングステン系のバリアメタル層もしくはルテニウ
ム系のバリアメタル層の拡散防止層３１を形成したことにより、その後の化学的機械研磨
の際に、銅膜２６（シード層２５も含む）の膜剥がれが防止される。
　さらに、第１電極１１の表面に形成した酸化マンガン層２９が拡散防止層と記憶層１２
とを兼ねることにより、記憶層１２を形成するための成膜工程が削減できるので、コスト
削減の効果が期待できる。
【００９２】
　上記説明した半導体記憶装置１～４は、例えばマトリクス状に配置することにより、記
憶装置（メモリ）を構成することができる。
　具体的には、例えば第２電極１４を行方向のメモリセルに共通して形成し、第１電極１
１に接続された配線を列方向のメモリセルに共通して形成する。そして、電位を印加して
電流を流す第２電極１４と配線とを選択することにより、記録を行うべきメモリセルを選
択する。この選択されたメモリセルの半導体記憶装置１～４に電流を流して、情報の記録
や記録した情報の消去を行うことができる。
【００９３】
　そして、上記半導体記憶装置１～４は、容易にかつ安定して情報の記録および情報の読
み出しを行うことができ、特に、高温環境下および長期のデータ保持安定性に優れた特性
を有する。
　また、上記半導体記憶装置１～４は、微細化していった場合においても、情報の記録や
記録した情報の保持が容易になる。
　したがって、上記半導体記憶装置１～４を用いて記憶装置を構成することにより、記憶
装置の集積化（高密度化）や小型化を図ることができる。
【符号の説明】
【００９４】
　１…半導体記憶装置、１０…基板、１１…第１電極、１２…記憶層、１３…イオン源層
、１４…第２電極、２１…第１絶縁膜、３１…拡散防止層
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